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はじめに
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅行業界全体が大変深刻な影響を受けたものの、
水際措置の緩和、新型コロナウイルス感染症の５類移行等を経て、現在においては、国内・訪日旅
行を中心に旅行需要は急速に回復してきているところです。他方、旅行需要が急速な回復を見せ
る中で、旅行者が安全安心に旅行を楽しむことが出来るよう、旅行会社における安全に対する意識・
取り組みについて、今一度、見つめ直すことが求められています。

旅行は、地震等の大規模な自然災害、テロ・暴動等の事件、交通機関・体験型アクティビティにお
ける事故など、様々な危機に直面する可能性を含んでおります。そのため、あらゆるリスクを想定
した準備・対策を行うことで、危機の発生を未然に防止することはもちろん、万一、危機が発生し
た際にも、迅速・適切な対応ができるよう日頃から準備をしておくことで、旅行者の安全を確保し
ていくことが重要です。

このため、観光庁では、2014年に『旅行業界のための旅行安全マネジメントのすすめ』を発行し、
旅行業務における危機管理に関する組織的マネジメントのあり方を示したところですが、近年頻
発する自然災害、貸切バスツアーにおける大きな事故の発生等といった状況を踏まえ、行政、旅行・
バス業界団体、旅行会社における、事故・災害等に備えた具体的な取り組み事例等を交えつつ、旅
行安全マネジメントへ取り組むことの重要性を再認識してもらうため、本書の改訂を行ったとこ
ろです。

本書を参考にしながら、自社にあわせた形で旅行安全マネジメントを導入し、実践に移してい
くことが非常に重要です。こうした取り組みを通じて、旅行会社が果たすべき役割をそれぞれの
会社においてしっかりと認識した上で、旅行の安全を確保するための取り組みを行っていくことが、
ひいては、旅行業界全体における安全・安心に繫がっていくものと考えております。

観光庁　観光産業課
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近年、世界的に自然災害の頻発化・激甚化が指摘されており、観光地が被災
するケースも発生している

■ 世界の主な異常気象・気象災害 
　（2015年〜2021年発生）

今、なぜ
旅行安全マネジメントの
導入が必要なのか
常にリスクと隣り合わせの観光
観光は、日本の成長戦略の柱であり、地方創生の切り札
として期待されています。一方で、自然災害、テロ、戦争、
感染症といった危機による影響を受けやすく、近年では
特に、新型コロナウイルスの感染拡大等により、国内・海
外・訪日旅行ともに一気に需要が消失したのは周知のとお
りであり、災害等に起因する需要の変化に大きく影響さ
れる旅行業界の脆弱性も指摘されました。
また、近年、世界中で災害をもたらす異常気象が毎年の
ように発生し、これにより、世界各地で豪雨災害等の気象
災害による大きな被害がもたらされています。日本におい
ても、2016年の熊本地震以降、ほぼ毎年のように大規模災
害が発生しています。2018年の西日本水害や2024年の能
登半島地震では、広い地域で旅行・観光業が影響を受けま
した。その他、2018年、2019年には台風の影響により、関
西国際空港と成田空港で多数の旅行者や空港関係者が長
時間空港内で足止めされ、国際的な問題にも発展しました。
加えて、大規模災害だけでなく、企画旅行で利用した貸
切バス事故による死傷者の発生、修学旅行における宿泊
先での食中毒発生、体験プログラム参加中の旅行者が事
故により死傷するなど、旅行会社の取り扱う旅行・観光に
はさまざまなリスクが伴います。

企画旅行に不可欠な 
旅行安全マネジメント
こうした危機を通じて、旅行業界においては、旅行者の
安全を常日頃から意識し、旅行者が事故や災害で影響を受
けた場合は、迅速に安全を確保するとともに、必要に応じ
た旅程の変更や旅行の中止、旅行者と関係者への正確な情
報提供など、最終的に無事に出発地に戻れるよう支援する
責任の重要性を再認識することとなりました。危機は旅行
会社の事業運営、経営に大きな影響を与えますが、非常時
にも適切な対応ができれば、その旅行会社は「安心」とい
う付加価値により、将来の発展に繋げることもできます。
では、具体的にどのようなことが旅行会社に求められ
ているのでしょうか。旅行安全マネジメントのポイントは、
企画旅行において、危機は「必ず起きる」との前提に立ち、
企画・手配、販売、実施に取り組むことです。企画旅行の安

全確保に係る旅行業者の義務として、裁判所は判例にお
いて、①安全な目的地と旅行行程の設定、②安全な旅行
サービス提供機関の選定、③安全調査の実施、④安全に関
する説明、⑤添乗員による旅行者の安全を確保するため
の適切な措置、⑥緊急時対応の6項目を示しています。
企画・手配段階では、①自然災害等の最新情報に基づき、

安全な目的地と旅行行程を設定した上で、②安全な旅行
サービスを提供する事業者を選定します。③現地情報が
少ない場合や危険情報のレベルに応じて、現地の安全調
査の実施も検討します。
販売段階では、④気象情報、外務省の海外危険情報、現

地ツアーオペレーターからの情報など、安全や危険・リス
クに関する情報を旅行者に提供することが重要です。
旅行実施段階では、現地の気象情報や危険情報の入手

に務め、ツアーオペレーター・ガイド・添乗員・訪問先と連
携し、旅行者の安全確保を優先する対応が行われる体制
ができているかを確認します。また、⑤添乗員が同行する
場合は、旅行者の安全を確保するための適切な措置を行
います。⑥災害等の緊急事態が発生した場合は、危機対応
マニュアルや行動計画に基づいて、速やかに旅行者の安
全を確保します。最近は、添乗員が同行しないフリープラ
ンも多いため、営業時間内はもちろんのこと、夜間・休日
にも対応ができる緊急連絡体制の構築、ツアーオペレー
ターとの連携も重要になります。
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減災
Reduction

危機対応への備え
Readiness

危機への対応
Response

危機からの復興
Recovery

危機発生前 危機発生後
災害・
事故等の
危機

お客様と地域を守る4つの “R”
観光危機管理には4つの“R”が大切だと言われています。
Reduction（ 減災）、Readiness（ 危機対応への備え）、
Response（危機への対応）、Recovery（危機からの復興）の
頭文字である“4R”です。
Reduction（減災）とは、事故等の危機発生を防止・抑制
すること、また、危機が発生した場合においても、旅行者
や自社の事業への影響を低減することです。①安全な目
的地と旅行行程の設定、②安全な旅行サービス提供機関の
選定、③安全調査の実施等は、旅行業における減災と言え
ます。また、旅行の安全が懸念される状況で、予定してい
た企画旅行の中止を適切に判断することは、重要な「減災」
です。Readiness（危機対応への備え）は、いざ危機が発生
しても冷静な判断と行動ができるよう、危機対応マニュア
ルや行動計画を予め策定し、それが実行できるよう日常的

に社員に教育・訓練しておくことです。Response（危機へ
の対応）は、危機が発生した際に、計画に沿って行動し、旅
行者への影響をコントロールしながら安全を確保するこ
とです。適切な情報収集、旅行者への状況説明、行程の変
更や旅行の中止、旅行者の安全な場所への誘導を確実に実
施することが重要です。また、正確で迅速な情報発信を行
うことは、風評被害の防止や危機後の旅行需要の回復にも
効果があります。Recovery（危機からの復興）は、危機後の
旅行オペレーションの回復と継続的なマーケティングに
よって、旅行需要を回復させ、自社と地域の観光復興をい
ち早く実現することです。
毎年7月1日は「旅の安全の日」で、安全に関わる事故発

生時の模擬訓練も各旅行会社で行われています。旅行需
要が急速に回復を見せる今こそ、安心して旅行できる体
制づくりは、お客様の需要を掘り起こす上での価値とな
ります。どのようなリスクが発生し、影響を与えるのかを
洗い出し、その対策を考えることが重要です。

安全な目的地と旅行行程の設定1

安全な旅行サービス提供機関の選定2

安全調査の実施3

安全に関する説明4

添乗員による旅行者の安全を確保するための適切な措置5

緊急時対応6
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企画旅行の安全確保について裁判所は、判例において
以下の6項目を示しています
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　株式会社阪急交通社は、2000年代の前半に同社の海外ツアーにおい
て、バス事故が連続して発生したことを受けて、安全に関する品質管
理の徹底を最優先とする体制づくりの号令のもと、全社員が常に危機
管理の意識を持ち、緊急時には即座に対応できるよう重大事故対応マ
ニュアルを整備しました。
　社内のあらゆる部署での事故発生を想定し、各部署の社員を現地情
報収集班や現地派遣班、マスコミ対応班などに割り当てて、各社員が
果たすべき役割を明確に定め、毎年、新年度にはその情報が全社で共
有される仕組みになっています。
　事故の第一報が入った際には、経営層以下の役職者と担当部署には即座に連絡が入る体制が構築されている
など、情報共有が最優先でなされるようになっています。また、定期的に事故対応の模擬訓練も実施しています。
訓練を繰り返すことによって得られた反省を踏まえることで、マニュアルの精度が高められるなど、マニュアル
には、蓄積されたノウハウやスキルが凝縮しており、社内ネットワークを通じて全社員に共有することで、事故
発生時の対応に活用されています。
　緊急時には全社員が即座に対応できるまでになった現在、同社では「国内は初動30分、海外は初動3時間」とい
う “ 初動対応 ” を最も重視しています。同社 CSR 推進本部によると、事故発生の第一報が入った際には、当該部
署の担当者は、指示が出る前に定められた役割分担に則して自発的に行動を起こすなど、全社で日常的に危機管
理意識が醸成されています。
　また、社内のみならず、ツアーが催行される現地においても、毎年6カ国程度で現地手配会社やバス事業者を
参集して「安全運行会議」を開催し、実際にツアーを運行する現地のスタッフに対しても安全管理意識の徹底を
図っています。加えて、ツアーで利用するバス事業者を訪問して、安全運行に関わるメンテナンス体制や乗務員
の休憩施設なども視察し、安全・安心や品質向上に向けて現地側との意見交換も行っています。
　安全運行や品質管理の徹底のために、全社員で危機管理意識を醸成することに加えて、現地関係者にも同社の
姿勢や考え方、取り組み等を共有することにより、2000年代前半の苦い経験以降約20年間にわたって、重大事故
の発生を未然に防止する取り組みが弛みなく実施されています。

緊急時に対応できる重大事故対応マニュアルを整備
蓄積されたノウハウ・スキルも社内システムで共有

C A S E 
STUDY

（イメージ）

1

　近年、旅行会社が地方公共団体と包括連携協定を結び、旅行会社の強みを活か
した連携をすることで、地域が抱える社会的課題の解決を図る取り組みが広がっ
てきています。国内外からの旅行者誘致やプロモーションによる観光振興、観光
人材の育成等を中心とする地方創生の取り組みから、大規模災害時における災害
対策まで、その内容は多岐にわたるものとなっています。
　株式会社JTBは、2018年に東京都が企業と複数の政策分野を包括的・横断的に連
携・協力を行う「ワイドコラボ協定」を旅行会社として初めて締結（写真上）しました。
その後も、近畿日本ツーリスト株式会社・株式会社日本旅行と名古屋市における「大
規模災害時における名古屋市及び他自治体間の応援職員にかかる宿泊施設等の確
保に関する協定」（2020年11月・2021年3月）、株式会社近畿日本ツーリストコーポ
レートビジネスと東京都台東区における「大規模水害時における住民の自主的広
域避難場所確保支援及び移送手段の確保に関する協定」、「大規模災害時における台東区職員及び他自治体からの
応援職員にかかる宿泊施設の確保に関する協定」（2022年1月）、阪急阪神ホールディングス株式会社と宝塚市にお
ける包括連携協定（2022年9月、写真下）など、旅行会社と地方公共団体が連携した取り組みが広がってきています。

旅行会社による地域連携の取り組みC A S E 
STUDY2
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外務省の「たびレジ」はこんなに便利
　外務省の「たびレジ」は、短期旅行者が旅行日程を外務省のホームページから登
録すると、旅行先在外公館の連絡先や、旅行先の国の渡航情報などが見られるとと
もに、登録したすべてのメールアドレスに、在外公館が出す緊急一斉通報や、最新
渡航情報メールが送られるシステムです。また旅行先の国・地域で緊急事態が発生
した時には、登録した電話番号や宿泊先を基に、緊急時の連絡が行われます。また、
LINEアカウントの連携を行うとLINEメッセージでも情報を受け取ることができ
ます。安全安心な海外旅行のためにお客様には「たびレジ」の登録を勧めましょう。

▲

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
　また、海外旅行関連業者等の皆様向けに海外渡航者のデータを一括で「たびレジ」
へ登録できるインターフェイスを提供しています。ぜひご利用をご検討ください。

▲

https：//www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/companylist.html
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ツアーセーフティーネット
　観光庁は、2019年7月から、旅行会社によるツ
アー参加者への海外安全情報の提供や事件・事故
が発生した際に、ツアー参加者の安否確認を行う
ことができる「ツアーセーフティーネット」の運
用を開始しています。これは、外務省のたびレジ
の仕組みに機能を付加したサービスで、ツアー
セーフティーネットのシステムを利用している
旅行会社は、海外ツアーに申し込む旅行者に対し
て、旅行開始前からメールで海外安全情報を配信
でき、旅行中も「たびレジ」を活用して、ツアー参
加者を対象に滞在先の緊急情報や安全情報を提
供することができます。
　海外旅行中に重大な事件や事故などの緊急事
態が発生した場合には、メールや SMS、LINE 等を
通じて、ツアー参加者の安否確認も可能です。
　若年層を中心に利用が普及している SNS を通
じて、安全情報が入手できることから、ポストコ
ロナ時代におけるアウトバウンド需要の再活性
化に向けて、大きな役割を果たすものと期待され
ています。
　海外へ出かけることが不安なため、海外旅行に
消極的な旅行者の潜在需要を顕在化させるとと
もに、旅行会社のツアーに参加することで、海外
旅行の安全安心も担保されることをアピールす
るものとして、観光庁では、より多くの旅行会社
が積極的に活用するよう呼びかけています。

▲

https://www.mlit.go.jp/kankocho/toursafetynet/
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@JpnKanko
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旅行業界団体は会員企業向けに緊急時支援システムを運用
　コロナ禍からの旅行需要の回復が進む中で、事件・事故の発生に備えた安全・安心に向けた取り組みの重要性
も改めて高まってきています。大手旅行会社では、緊急時に対応するための独自の体制や仕組みを構築していま
すが、中小規模の旅行会社の場合は、自社だけで緊急時の対応を行うことが難しい実情があります。そのため、
一般社団法人日本旅行業協会（JATA）と一
般社団法人全国旅行業協会（ANTA）では、
重大事故が発生した際の支援システムを
それぞれ運用しており、緊急時の対応を
誤って被害が拡大することを防ぐためにも、
会員旅行会社に対して支援システムを積
極的に利用するよう呼びかけています。

ツアー中に
重大事故発生

支援システムが
初動対応を
サポート

事故現場
情報の錯綜
現場の混乱

事故の一報

企画旅行会社に
求められる初動対応

●事故対策本部設置
●被害者救済
●被害者家族対応
●情報収集・管理・報告
●マスコミ対応
　　　　その他etc・・・

重要性を増す旅行会社による安全・安心の取り組み

　JATAは1997年から、リスクマネジメント・サポート
サービスを提供している日本アイラック株式会社と
ともに「JATA重大事故支援システム」を運用していま
す。
　同システムは、会員旅行会社による企画旅行の催行
中に重大事故が発生した場合、加入する会員旅行会社
からの要請を受けて、電話によるサポートや事故処理
専門家の派遣を行うなど、重要な初動段階における旅
行会社の事故対応をバックアップしています。
　会員専用の24時間緊急サポートデスクが用意され
ており、365日24時間体制で事故処理対応に関わる相

談受付・対応支援が行われています。
　豊富な事故対応から得た知見や経験に基づく支援
システムの運用を通じて、①事故処理専門家の旅行会
社への派遣による初動対応のスピードと正確性の向上、
②事故対策本部の設置による事故状況に応じた対応
班の役割分担や運営の支援、③被災状況を踏まえた家
族の心情への配慮など、適切な家族対応等の支援、④
取材の問い合わせや記者会見開催等のマスコミ対応
の専門的支援、などのメリットが得られます。

https://www.yu-jata.com/lisk.html

27年以上の運用実績で緊急時にサポート
JATA 重大事故支援システム

　ANTAは2018年4月より、会員用旅行保険である「全
旅協旅行災害補償制度」に「重大事故支援特約」を標
準セットとして提供し、同制度に加入した会員が取り
扱う国内・海外の企画旅行、手配旅行を対象に、重大事
故が発生した場合の事故対応に関わる支援体制を構
築しています。
　この重大事故支援特約は、2016年1月に発生した軽
井沢スキーバス事故を踏まえた安全対策の一環として、
会員旅行会社が催行するツアーで重大事故が発生し
た場合に、迅速な対応ができるよう、支援策の具現化
に努めてきたことが背景にありました。
　重大事故支援特約は、危機管理の専門会社によるサ
ポートの提供（重大事故発生時の緊急サポート、海外
安全情報メールの配信、危機管理体制の構築に関する
アドバイスなど）と、重大事故発生時の対応に要する

費用の補償を行うことで、有事の際に適切に対応でき
るよう、24時間365日側面から支援しています。
　ANTAでは、会員各社に対して、安全・安心な旅行の
実現に向け、平時から事故処理体制を構築し、事故対
応能力を高めるため、全旅協旅行災害補償制度を利用
するよう広く求めています。

会員用旅行保険で事故対応支援を標準導入
ANTA「全旅協旅行災害補償制度」

（イメージ）
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観光産業共通プラットフォーム
　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）は、旅行業界関係者の賛同・協力を得て、「災害情報共有機能」「施設基本
情報機能」「営業情報通達機能」の3機能を備えた「観光産業共通プラットフォーム」の本格運用を2023年12月に
開始しました。同プラットフォームの機能は主に、宿泊施設の基本情報と営業情報について、集約方法の一元化
と発信方法の効率化を進めることで、災害時の情報集約の正確化・迅速化を図るものです。
　近年、国内各地で発生が相次いでいる地震や台風、集中豪雨等の自然災害では、被災地や周辺の宿泊事業者か
ら「全国の旅行会社から問い合わせが殺到して、肝心の宿泊客への対応をはじめとするさまざまな業務に支障が
生じ、仕事にならない」と聞こえてくる一方で、旅行会社側からは「どの施設がどのように営業しているのかわ
からない」といった声が上がっているのが実情でした。
　このため、観光産業共通プラットフォームの運用開始により、旅行会社は、プラットフォームに集約されてい
る各宿泊施設の情報から被害の有無を把握することができるとともに、宿泊施設は、パソコンやスマートフォン
を通じて被災状況を入力することにより、旅行会社からの問い合わせに対応する頻度も少なくなるなど、災害時
の対応の効率化を図っています。
　また、JATA においては、運営事務局を設置し、災害発生時に該当エリアの宿泊施設への情報登録依頼・登録内
容の確認、システム操作方法の支援、問い合わせ対応といったサポートも行っています。
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構築後

災害時における

正確・迅速な
情報集約

・ 旅行会社各社は共通プラットフォームを
 確認し各宿泊施設の被害の有無を把握
・ 宿泊施設は、PC又はスマートフォンに被
 害の有無を一度入力することにより、旅
 行会社各社からの同様の問い合わせの
 削減が可能

旅行会社A
旅行会社B
旅行会社C
・
・
・

旅行会社Z

旅行施設A
旅行施設B
旅行施設C
・
・
・

旅行施設Z

共通
プラット
フォーム

構築前

・ 災害時、旅行会社各社が該当エリアの宿
 泊施設に、電話による被害状況の確認
 や、送客したお客さまの安否確認を実施
・ 電話回線混雑による業務効率の低下
・ 被災地は混乱しているにもかかわらず、
 緊急性のない問い合わせが多数発生

旅行会社A
旅行会社B
旅行会社C
・
・
・

旅行会社Z

旅行施設A
旅行施設B
旅行施設C
・
・
・

旅行施設Z

＊緊急性のない問い合わせ（一例）：１か月先の団体は受け入れ可能か、
道路はいつ復旧するのか等

＊実際に人的被害が出た場合は、共通プラットフォームだけでは対応できないため、
従来通り宿泊施設と旅行会社各社で連携して対応

旅行会社による熱中症対策
　近年、夏季の旅行中に熱中症が発生するケースも増
えてきていることから、旅行会社には適切な「事前の
対策」と「事後の対応」が求められています。環境省は、
熱中症予防情報として地域毎の暑さ指数「WBGT（湿球
黒球温度）」の2日後までの予測を公表しており、WBGT
の急激な上昇が予想される場合には、屋内の涼しい場
所での休憩時間を増やすなど、臨機応変な対応を検討
する必要があります。また、保険会社では海外旅行保
険・国内旅行総合保険の付帯サービスで、熱中症の症
状が発生した場合に、医療スタッフが電話で相談に応
じるサービスも提供していることから、旅行会社と保
険会社が連携することによって、熱中症の発生抑制と
重症化防止の取り組みが進むことも期待されています。
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パリ同時多発テロ事件後のリカバリーマーケティング
　2015年11月に発生したパリ同時多発テロでは、中
心部のバタクラン劇場や北部のサッカー場等が標
的とされ、100人以上が犠牲となりました。事件の後、
フランスだけではなく、欧州全体を訪れる日本人の
旅行需要が激減しました。
　旅行需要の回復を目指すために、2016年1月に官
民で合同ミッションをパリに派遣し、事件の現場で
の献花を行った後、フランス外務・国際開発省やパ
リ警視庁を訪問しました。フランス側は、観光客に
向けた警備状況を説明した上で、「テロ後は警戒を
強め、生活・観光が正常化している。各国からの旅
行需要が回復してきている中で、日本市場の復活に
期待する」と強調しました。日本側は、日本人の安
全確保と安全情報の更なる提供をフランス側に要
望し、共同キャンペーンの実施計画を伝え、パリ市
長やフランス首相等からの日本人旅行者向けのメッ
セージの発信、日本側で展開するプロモーションへ
の協力を求めました。
　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）は、帰国後、
旅行業界向けだけではなく、一般消費者向けのセミ
ナー・イベントを開催し、同年4月には、フランス観
光開発機構と日仏間における観光交流促進に関す
る覚書を締結しました。人気の高いパリだけではな
く、地方の文化的な景観やイベントも取り上げたこ
と等により、フランス旅行が復活しました。また、
2019年のノートルダム大聖堂の火災の際は、義援金
付きツアーが各社で企画されるなど、両国の固い絆
は維持継続されています。
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旅行安全マネジメントの
具体的取組体制〜PDCAサイクル〜
具体的な取り組みは、以下のようなPDCAサイクルに基づき、恒常的かつ継続的に実施すること
が重要です。

1 �『旅行安全マネジメント』自主点検
2 模擬訓練の実施

内部チェック3

1 �内部チェック、自己診断による改善施策
（Plan）への反映

2 �安全管理責任者による、安全に関する全社
的教育活動

改善4

1 �安全な目的地と旅行行程の設定
2 �安全な旅行サービス提供機関を選定
3 �安全調査の実施
4 �安全に関する説明義務 
5 �添乗員による旅行者の安全を確保するため
の適切な措置

6 �緊急時対応

実行2

1 �「安全に関する統括責任者（安全管理責任
者）」の任命

2 �安全安心に関する基本方針の策定
3 �安全基本方針に基づく重点施策の策定

計画策定1

PDCA
サイクル

DoPlan

CheckAct
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2 安全安心に関する基本方針の策定
基本方針は、安全管理責任者が主体的に関与・策定し、旅行の安全を確保するための会社全体の意
図や方向性を示すものです。
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当社は、旅行の安全確保が旅行事業者の社会的使命と深く認識し、全社員にその意識の徹
底を図り、旅行安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努めるため、次のとおり安
全方針を定め、周知徹底します。

 　�安全管理責任者は、旅行の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識
し、社員にその重要性を認識させるとともに、社内において主導的な役割を
果たします。

 　�旅行安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行す
ることにより、絶えず旅行の安全性の向上に努めます。

 　�旅行の安全に関する情報について、積極的に公表します。

 　�旅行安全マネジメントの PDCA（Plan Do Check Act）サイクル徹底により、
継続的な見直しと改善に努めます。

 　�緊急対応時に向けた定期的な訓練を実施します。

1

2

3

4

5

安全基本方針（例）

3 安全基本方針に基づく重点施策の策定
重点施策は、安全基本方針に沿って設定する、目標達成を目指すための具体的な取り組み・計画です。

安全基本方針に基づき、次の項目を踏まえた取り組みを重点施策とします。

 　��旅行の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び当社の
安全管理の手順を定めたマニュアル事項を遵守します。

 　��旅行の安全に関する内部チェックを行い、必要な是正措置又は予防措置を講
じます。

 　��旅行の安全に関する情報の連絡体制を確立します。

 　��旅行の安全に関する教育及び研修の計画を作成し、これらを的確に実施します。

1

2

3

4

重点施策（例）









SAFETY BUS と安全運行パートナーシップ宣言
　2000年の道路運送法改正以降、貸切バス事業への新規参入が
相次ぎました。貸切バスの供給が増加していく中で、法令違反等
に起因する貸切バスに関わる重大な事故が相次いだことを受け、
近年は、貸切バス事業に関する規制が厳しくなってきています。
そのため、旅行会社においても、多様なバス事業者を「選べる自由」
に加え、安全・安心な事業者を「選ぶ責任」も生まれたと言え、また、
旅行会社自身も法令に違反するサービスを提供しないための取
り組みが求められています。
　適切な貸切バス事業者選択をサポートするため、各事業者の
安全性や安全確保の取り組み状況を可視化する「貸切バス事業
者安全性評価認定制度」、通称「セーフティバス」が運用されてい
ます。同制度による各事業者の評価（三ツ星が最高）のほか、行政
処分歴、先進的な安全技術搭載車両の保有状況等は国土交通省
のウェブサイト※で公表されています。また、同制度については、
より一層の運行管理の強化、人為的ミスや健康起因による事故の防止など、貸切バス事業者の安全への取り組みを
一層促進していくために、制度の見直しがなされ、2024年度の取組内容から対応をしているところです。
　また、旅行・貸切バス業界による「安全運行パートナーシップ宣言」には、お互いに欠かせないパートナーとして、
適切な行程作成等で協力するとともに、旅行会社は、利用するバス事業者の安全情報をパンフレット等で、利用者に
示すことなどが明記されています。
　加えて、万一、重大な事故が発生した際には、旅行会社と貸切バス事業者は協力して対応する必要があります。被
害者、社会（報道）等に真摯に向き合う責任感や対応能力の有無を見極めることも、真のパートナー選びだと言える
でしょう。

※ 国土交通省「貸切バス事業者の安全情報検索」	 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/bus/cgi-bin/search.cgi
　 貸切バスの安全運行パートナーシップ宣言	 https://www.anta.or.jp/kaiin/pdf/280830_partnership.pdf
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セーフティバスマーク

貸切バスの選定基準
　「旅物語」を企画・造成する株式会社JTBのエスコート商品販売事業部は、本社との契約があることを大前提に、
商品造成時の貸切バス事業者の選定を行います。契約が無い場合は、仕入商品事業部経由で斡旋契約を必ず交
わしますが、契約時に確認する項目はかなり細かく定められています。例えば、バスの保有台数や営業所一覧と
いった基本的な情報はもちろんのこと、安全管理情報として、タイヤのメーカーや残溝について、乗務員の教育、
保険、前日飲酒の可否、飲酒防止のチェック体制など、多岐にわたって定められています。また、契約内容の一
斉確認時以外のタイミングで情報に変更が生じた場合は、都度仕入担当で情報を更新しています。これらの情
報は、社内のイントラネットに格納され、社員であれば誰でもアクセスできるので、企画担当者は商品造成時に、
このシートを確認しながら貸切バス事業者の選定を行います。

　さらに、部内ルールとして公益社団法人日本バス協
会加盟会社であること。ASV 技術搭載等の安全装備装
着率が所有車両の半数以上と高いこと。過去事故歴、行
政処分歴がないこと。複数の運行管理者を有し、運転
手の勤怠管理、健康管理ができること等の「貸切バス選
定にあたり企画担当者への留意事項」も定めており、部
内のセミナー等で周知しています。
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2 模擬訓練の実施
　各社における安全安心への意識の高揚と、緊急連絡体制の確認のため、年に一度は「模擬訓練の
実施」を推奨します。一般社団法人日本旅行業協会においては、7月1日を「旅の安全の日」として制
定し、会員会社一斉の模擬訓練を実施します。

「旅の安全の日」模擬訓練
　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）は2014年、内閣府が創設した「国民の安全の日」（7月1日）を「旅
の安全の日」として取り組みをしています。
　「旅の安全の日」を通じた「安全安心な旅」の実現を目指し、業界内の取り組みとして、安全管理責任
者の責務の確認、シートベルト着用・非常口確認といった基本的な安全確認を行っています。また、各
社で模擬訓練を実施することで、緊急連絡網の未更新による連絡不通、担当者不在時のバックアップ
体制の不備、緊急連絡網の連絡完了までの所要時間等もチェックし、必要な対策を講じることで安全
管理体制の強化を進めています。
　また、旅行業界における安全安心への意識を高めるだけに留まらず、旅の安全の日の取り組みとして、
一般の旅行者に対しても旅行業界における安全への取り組みをアピールすることで、旅行会社と旅行
者との責任区分の明確化、旅行保険加入の重要性等について、旅行者にも理解を深めてもらう努力を
重ねています。
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Act（ 改善）
チェック表をまとめた後に、具体的に何をどのようにしていくかについて軌
道修正し、次回の計画を改善します。それを踏まえ安全管理責任者は、社内の
教育活動を行いましょう。

1 内部チェック、自己診断による改善施策（Plan）
への反映

安全管理体制における以下の内容を経営陣が確認します。

改善策を反映した次期計画策定と、社内教育の推進
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　 �社員への安全基本方針は浸透・定着しているか。

　 �安全重点施策の進捗・達成度は計画通りか。

　 �事件・事故への対応に問題はなかったか。

　 ��未然防止策は実施されているか。

　 ��安全管理体制の改善の必要性はないか。

　 �内部チェックの結果は検証されているか。

　 �改善提案はなされているか。

　 ��安全管理体制に関わるお客様や関係機関からの 
要望・指導は、内容を確認し、改善に反映しているか。

確認する内容

　 �安全管理体制に関わる組織の見直し

　 �今後の安全管理体制の構築・改善に関する目標設定と計画策定

　 �旅行安全マネジメントの手法の見直しと、教育活動の実施

実施する内容

安全管理責任者による、安全に関する全社的
教育活動2




